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議 会 運 営 委 員 会 

議 事 日 程 

 

令和５年８月２９日（火曜日） 

                   午後１時３０分開会 

 

事   件 （１）令和５年第３回栄町議会定例会の付議事件について 

１．町長提出議案等        １７件 

    人事案件          １件 

条例の制定         １件 

下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

              １件 

補正予算          ５件 

決算認定           ６件 

報告            ３件 

        （２）諸般の報告について 

           １．令和４年度栄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに 

基金運用状況の審査に係る意見書 

２．令和４年度栄町下水道事業会計決算の審査に係る意見書 

           ３．令和４年度財政健全化及び経営健全化の審査に係る意見書 

           ４．現金出納の検査結果報告    ３件 

５．一般質問答弁に関する申出書  １件 

（３）一般質問について    通告者  ７名 

       （４）会期、議事日程、会議録署名議員の指名について 

       （５）決算審査特別委員会の設置及び運営方法について 

（６）その他、議会運営に関すること       
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出席委員（６名） 

委 員 長  野  田 泰 博 君     副委員長  大 野   博 君     

委  員  髙 萩 初 枝 君     委  員  大 野 信 正 君     

委  員  早 川 久美子 君     委  員  大 塚 佳 弘 君 

      

欠席委員（なし） 

    

出席を求めた者 

   議  長  藤 村   勉 君     副 議 長  大 野 徹 夫 君 

 

説明のため出席した者    

   総務政策課長  本 橋 義 正 君 

 

出席議会事務局 

事務局長  藤 江 直 樹 君     書  記  春 藤 幸 夫 君 
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午後１時３０分 開会 

◎ 開  会 

○委員長（野田泰博君） ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 開  議 

○委員長（野田泰博君） 本日は、令和５年第３回栄町議会定例会に伴う議会運営委員会です。 

委員の皆様並びに議長、副議長、また町執行部から本橋総務政策課長のご出席をいただきま

して、誠にありがとうございます。 

ここで、会議に先立ちまして、藤村議長よりご挨拶をお願いいたします。 

○議長（藤村 勉君） どうもご苦労様でございます。今議会はですね決算議会となっており

ます。どうぞみなさんの忌憚のない意見、また、どんどん分からないところは聞いていただき

たなと思います。また非常に今まだまだ暑いですので、体調のほう崩さないようにこの９月議

会に臨んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎審  議   

○委員長（野田泰博君） ありがとうございました。それでは、早速審議に入ります。 

 今定例会の招集日は、９月１２日の火曜日です。 

 現在まで確認しております付議事件は、町長提出議案等が１７件、その内訳といたしまして、

栄町教育委員会委員の任命１件、新規条例の制定１件、下水道事業会計未処分利益剰余金の処

分１件、補正予算５件、決算認定６件、それと、報告が３件となっております。 

 また、一般質問通告は７名となっております。 

それでは始めに、町長提出議案等１７件について、本橋総務政策課長より説明をお願いしま

す。本橋総務政策課長。 

○総務政策課長（本橋義正君） それでは、令和５年度第３回栄町議会定例会への提出予定議

案等につきまして、その概要をご説明いたします。 

まず、町からの提出予定議案ですが、ただ今委員長からありましたように、人事案件が１件、

条例の新規制定が１件、令和４年度栄町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について１件、

補正予算が５件、決算の認定が６件、報告事項が３件で合計１７件となっております。 

それでは、議案第１号「栄町教育委員会委員の任命について」所管は、総務政策課です。 

内容は、現委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命すべく、議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

続きまして、議案第２号「栄町議会議員及び栄町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例」所管は、総務政策課になります。 

内容は、公職選挙法の改正を踏まえ、栄町議会議員選挙及び栄町長選挙における立候補者の

選挙運動用の自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成に係る費用について、その一部を
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公費負担の対象とするものです。 

続きまして、議案第３号、「令和４年度栄町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て」所管課は下水道課です。 

内容は、令和４年度栄町下水道事業会計未処分利益剰余金を利益積立金に積み立てるため、

処分を行うことについて、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして、議案第４号から第８号までは、令和５年度における５会計の補正予算について、

地方自治法第２１８条第１項の規定により議会に提出するものです。所管課は企画財政課及び

下水道課となります。 

本件につきましては、誠に申し訳ございませんが、現在、最終の調製中でございますので、

概要についてのご説明とさせていただきます。  

始めに、議案第４号、令和５年度栄町一般会計補正予算（第５号）の概要ですが、既定の歳

入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ約１億６，９００万円増額する予定です。  

続きまして、議案第５号、令和５年度栄町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要

ですが、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ約２，７００万円増額する予定です。  

続きまして、議案第６号、令和５年度栄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の概

要ですが、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ約２０万円増額する予定です。  

続きまして、議案第７号、令和５年度栄町介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要です

が、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９，８００万円増額する予定です。  

続きまして、議案第８号、令和５年度栄町下水道事業会計補正予算（第１号）の概要ですが、

既定の３条予算の収益的支出の総額に約１０８万円増額する予定です。また、既定の４条予算

の資本的収入の総額に約３００万円、資本的支出の総額に約１５０万円をそれぞれ増額する予

定です。 

続きまして、認定第１号から認定第６号につきましては、令和４年度各会計の歳入歳出決算

の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の

認定に付すもので、所管課は企画財政課と下水道課となります。 

それでは各会計別に概要についてご説明させていただきます。  

始めに、認定第１号、令和４年度栄町一般会計歳入歳出決算の認定についての概要ですが、

歳入総額８５億９，２５４万４，００８円、歳出総額８３億３０２万１，５６９円、差引き

２億８，９５２万２，４３９円となっております。  

続きまして、認定第２号、令和４年度栄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ての概要ですが、歳入総額２７億１，０２８万５，５０１円、歳出総額２６億８，４７６万２，

７８５円、差引き２，５５２万２，７１６円となっております。 

続きまして、認定第３号、令和４年度栄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いての概要ですが、歳入総額３億３３１万８，７４８円、歳出総額３億３２６万２，１９５円、



－５－ 

差引き５万６，５５３円となっております。  

続いて、認定第４号、令和４年度栄町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての概要

ですが、歳入総額１７億６，５０４万４，０５６円、歳出総額１６億６，３２２万８，

３４９円、差引き１億１８１万５，７０７円となっております。 

続きまして、認定第５号、令和４年度栄町矢口工業団地拡張事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての概要ですが、歳入総額１億２，９９１万１１４円、歳出総額１億２，９９１万

１１４円、差し引き０円となっております。 

続きまして、認定第６号、令和４年度栄町下水道事業会計決算の認定についての概要ですが、

はじめに３条予算の収益的収支について、収益的収入総額６億５，２８７万７４６円、収益的

支出総額６億３，３００万７，６６８円、差し引き１，９８６万３，０７８円の黒字となって

います。 

次に４条予算の資本的収支について、資本的収入総額３億４，０５３万１，９００円、資本

的支出総額４億４，４６１万３，３９８円、差し引きマイナス１億４０８万１，８９８円の赤

字となりましたが、内部留保資金により対応できるので資金不足は生じておりません。 

続きまして、報告第１号、継続費精算報告書について、所管課は企画財政課となります。 

 内容は、栄町継続費に係る継続年度が令和４年度で終了したことから、地方自治法施行令第

１４５条第２項の規定により、その旨を議会に報告するものです。 

続きまして、報告第２号、健全化判断比率の報告について、所管課は企画財政課です。 

内容は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、実質赤字比

率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について監査委員の意見を付けて議

会に報告するものです。  

最後、報告第３号、資金不足比率の報告について、所管課は下水道課です。 

内容は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により公共下水道

事業に係る資金不足比率について監査委員の意見を付けて議会に報告するものです。以上、町

からの提出予定議案等の概要説明とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

また、議案第１号の人事案件にかかる経歴書はこの後配布させていただきますのでよろしく

お願いいたします。以上でございます。 

○委員長（野田泰博君） ありがとうございました。町長提出議案等の説明が終りましたが、

質疑をお伺いする前にここでお諮りいたします。 

 議案第１号については、人事案件につき、先例により初日の１２日提案理由の説明の後、質

疑・討論・採決まで行うことにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「なし」という声あり］ 

○委員長（野田泰博君） ご異議がないようなので、議案第１号は、初日の１２日、提案理由

の説明の後、質疑・討論・採決まで行うことに決定いたしました。 
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続きまして町長提出議案等について、質疑等あればお願いいたします。 

  ［「異議なし」という声あり］ 

○委員長（野田泰博君） 質疑はないようですので、町長提出議案等については、説明のとお

りに決定いたしました。 

次に、認定第１号から認定第６号までの令和４年度各会計の決算認定につきましては、例年

通り、決算審査特別委員会を設置し、審査することとしたいと思います。また、慣例により代

表監査委員の出席を要求し、意見を求めることとしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

［「異議なし」という声あり］ 

ありがとうございます。ご異議がないようなので、認定第１号から認定第６号までの令和

４年度各会計の決算認定につきましては、例年通り、決算審査特別委員会を設置し、代表監査

委員から意見を求め、審査することに決定いたしました。 

 後ほど、決算審査特別委員会の設置及び運営方法等については、事務局長より説明をお願い

します。町長提出議案等につきましては、以上のとおりといたします。 

 続きまして、諸般の報告について事務局長より説明をお願いいたします。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） それでは諸般の報告ということでございますが、まず代表監査委

員より、令和４年度栄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金運用状況の審査に係る

意見書、令和４年度栄町下水道事業会計決算の審査に係る意見書、令和４年度財政健全化及び

経営健全化の審査に係る意見書が送付されておりますので、その写しを決算認定の議案と一緒

に配付したいと思います。 

次に、これに関連しまして、本定例会において決算審査がありますが、先程決定したとおり、

議長から出席要求を代表監査委員にしていただきまして、例年通り初日に代表監査委員から意

見を求めることにしたいと考えております。 

次に、同じく代表監査委員から、現金出納の検査結果報告書といたしまして、６月期分から

８月期分までの３件が提出されております。いずれの月においても特段の指摘がありませんで

したので、議長からその旨のご報告をお願いいたします。 

次に、「令和５年６月議会一般質問答弁に関する申出書」が教育次長から提出されました。

これは、６月定例会における岡本雅道議員の「給食センター立地について」の一般質問での答

弁について訂正の申出があったので、報告するものです。 

内容については、岡本雅道議員の再質問の中の「都市計画変更手続きに時間がかかるといっ

たことにつきましても、「地区計画と成田都市計画を取り違えて事実と異なる説明をされたの

ではないかと推測しております。」とのご質問について、「令和２年度に法の改正があって、

その期間が短くなったことを言われると思いますが、当時はまだ法の改正がございませんので、

都市計画の変更手続には時間がかかったということは、当時、用地検討委員会にご説明したと



－７－ 

おりでございます」と答弁させていただきましたが、「令和元年度に法の改正があって、その

期間が短くなったことを言われていると思います。当時の用地選定検討委員会では都市計画の

用途変更の手続きに時間がかかるという、ご説明したとおりでございます。」に答弁を訂正さ

せていただきたいと申し出があったものです。 

議長からその旨のご報告をお願いいたします。 

○委員長（野田泰博君） ただ今、事務局長より説明がありました諸般の報告については、説

明のとおりといたします。 

続きまして、一般質問について事務局長より説明をお願いします。 

○事務局長（藤江直樹君） それでは、一般質問の通告につきましては、お手元に通告書を配

布させていただいておりますが、７名から出ております。通告順に申し上げますと、野田議員、

髙萩議員、早川議員、塚田議員、大塚議員、大野（信）議員、松島議員となっております。質

問の内容につきましては、通告書のとおりであります。以上でございます。 

○委員長（野田泰博君） ただ今、事務局長より説明がありましたが、一般質問については、

説明のとおりといたします。 

 続きまして、会期、議事日程、会議録署名議員の指名について、事務局長より説明をお願い

いたします。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） それでは、始めに、お手元に配布してございます会期予定をご覧

いただきたいと思います。現時点では（案）ということでご理解いただきたいと思います。ま

た、議事日程についても同様でございます。 

始めに、会期といたしましては、９月１２日（火）１０時に招集されまして、翌週２２日

（金）までの１１日間となります。会議の内容としましては、初日１２日は午前１０時から、

町長提出議案等の提案理由の説明となります。 

なお、「栄町教育委員会委員の任命」につきましては、先ほど決定したとおり、説明の後、

質疑・討論・採決までお願いしたいと思います。 

また、議案第２号「栄町議会議員及び栄町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例」につきましては、新規条例のため、議長発議により総務常任委員会において審議していた

だきます。 

総務常任委員会の開催についてですが、初日９月１２日（火）本会議終了後議場において開

催をしたいと考えております。 

次に、１３日（水）は議案調査のための休会とし、１４日（木）、１５日（金）に、先ほど

決定したとおり２日間にわたり決算審査特別委員会を開催していただきます。その後、議案調

査のための休会に入りまして、週明けて一般質問を２０日（水）に４名、２１日（木）に３名

行いまして、そして最終日２２日（金）午前１０時から、議案の質疑・討論・採決、以上のよ

うな内容で組ませていただきました。 
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続きまして、議事日程でございますが、ただ今の会期予定に準じた日程といたしまして、第

１号から第４号までを作成しております。 

まず、初日１２日の第１号をご覧いただきたいと思います。日程的には、報告の後、人事案

件を先に行い、議案番号順に議題といたしまして、町長提出議案の提案理由の説明になります。

なお、人事案件につきましては、採決までお願いいたします。 

それから、日程第１３の認定第１号から日程第１８の認定第６号までについては、提案理由

の説明の後、総括質疑を行い、議長発議によりまして、決算審査特別委員会を設置していただ

き、直ちに休憩を取って、議員控室にて委員会を開催して、委員長、副委員長の互選をお願い

したいと思います。 

次に、２０日と２１日の第２号、第３号につきましては、一般質問の日程となりまして、先

程申し上げましたとおり、２０日４名、２１日３名という形で組みました。 

そして、最終日、２２日の第４号は、町長提出議案の質疑・討論・採決、以上のような内容

で日程を組ませていただきました。 

次に、会議録署名議員につきましては、９番、松島一夫議員、１０番、野田泰博議員にお願

いしたいと思います。以上でございます。 

○委員長（野田泰博君） ただ今、事務局長より説明がございましたが、会議録署名議員につ

いついては説明のとおりといたします。次に会期、議事日程についてはただ今の説明のとおり

としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。藤村議長。 

○議長（藤村 勉君） これでいいんですけれども、このあとですね、事務局長から多分連絡

があると思いますけども、最終日の２２日なんですけれどれも、質疑、討論、採決なんで午後

からではだめなんでしょうかね。どうでしょうか。 

○委員長（野田泰博君） 藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） 皆さまがよければ、午後からでも可能は、可能です。 

○委員長（野田泰博君） 何か、午後からでなくちゃいけない。藤村議長。 

○議長（藤村 勉君） あとで、またあると思うんですけど、今回議会終わったあとですね議

員全員での暑気払いをやろうかなということを考えていますのでそれに合わせて午後からでも

いいんじゃないかなと思うんですけどもどうでしょうか。 

○委員長（野田泰博君） 時間的にはどうなんですか。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） たぶん午後１時半から行えば夕方にはというか、そんなにかから

ないで終わると思います。皆様で、決めていただければ可能は可能です。 

○委員長（野田泰博君） 今の私個人的に聞いたんですが多分言われるとおり、最終日に１時

半から始めれば夕方には間に合うだろうというような説明があったんですが大丈夫ですか。 

大野委員。 

○委員（大野信正君） 個人的なことで恐縮なんですけども、丁度お彼岸でですね、予定が入
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って皆さんのご意見がまとまればそれに従うようにいたします。 

○議長（藤村 勉君） いいです。皆さんで決めてもらえればそれでいいですから。 

○委員長（野田泰博君） という事で、午後が午前中に議会が終わってちょっと間空いて、午

後から心身共に取り換えて皆さんとお会いするということにするのか、そのまま流れでいくか

どちらがいいか多数決で決めますか。 

 予定どおり午前中にやっていくか、午後にやっていくか先の考えがいいか、後の考えがいい

かまず、先の考えで今までどおりの予定でいいという方は手を挙げてください。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（野田泰博君）じゃ、ありがとうございます。発案者藤村議長、始めどおりにやって

くれということだそうです。よろしいですね。以上その説明は終わりました。 

 あと、何か質問ございますか。髙萩委員。 

○委員（髙萩初枝君） 一般質問、もう過ぎちゃったんですが、一般質問のことなんですが質

問用紙の書き方について、ちょっとこう見ましたら松島議員の一般質問の質問用紙が２行なん

ですけどもこれで執行部は答弁書書けるものなんでしょうか。 

○委員長（野田泰博君） 藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） 一応、皆様に前回記入例とか示させていただきましてやっいるん

ですが、人それぞれ多少バラつきが多くてですね、今回執行部のほうに提出いたしましたら一

応受けていただきましたので、今回はこれで大丈夫だと思います。 

○委員長（野田泰博君） 髙萩委員。 

○委員（髙萩初枝君） これだというと、もうこういう書き方が許されるということなんです

ね。 

○委員長（野田泰博君） 藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） また次回ですね、前回と同じになってしまうんですけども、同じ

ような形でご説明なり注意というか説明をしていきたいとは思っております。 

○委員長（野田泰博君） 髙萩委員。 

○委員（髙萩初枝君） ちょっとこう見ましてね、私達は、やっぱり通告するわけなんですが、

個別具体的にこれについてお伺いしたいと書く場なんですよね。それに伴って執行部もそれを

答弁書きちんと話し合って作っていただくそういう流れなんですが、ちょっとこの書き方では

冷静な検証を試みたいと考えると、これでは内容がちょっと足りないと私は感じましたのでも

うちょっとこれ具体的に書いていただけるように指導したほうがいいんではないかと思いまし

た。 

○委員長（野田泰博君） 議会運営委員会委員長として、やはり質問内容は質問として出すも

のですから、個人の考えは個人の考えとして時系列的にまとめたいという気持ちは分かるんで

すが、そこに質問が伴わなければ、まとめても質問にはならない。それが質問が突然用意して
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いない質問に及んで用意していない回答を求められたら回答するほうは非常に困ると思うんで

すよ。それは具体的に何年も議員やっていて言っているは質問を具体的に書いてくれというこ

となんですね。だからこれが本当に質問になるのかどうか。これは正直言って質問にはならな

いと思うんですね。ただ、行政はこれで受けたんですね。  

○事務局長（藤江直樹君） 今回はですね。 

○委員長（野田泰博君） 今回は受けたということは、これからはそういう書き方は受けられ

ないということですかね。 

○事務局長（藤江直樹君） そういう意味ではなくて、今後はまた同じ形でご説明して出来れ

ば皆さん同じくらいのレベルでですね質問していただけるような形をとっていこうとは思って

います。 

○委員長（野田泰博君） すみません。同じレベルというのはどういうような。 

○事務局長（藤江直樹君） 今、差がすごくありまして、先ほど言われたとおり２行の方もい

らっしゃいますし、３ページぐらい使っている方もいらっしゃいますので記入例とかもうちょ

っと細かく分かりやすく作りまして、議員の皆様にまたお配りしてお願いしていきたいと思っ

ています。 

○委員長（野田泰博君） 一般質問とはなんぞやというような具体例が議員必携には書かれて

いると思いますけども、あれは非常に具体的に回答を求めなさいということが書いてあります

がそれは今回はこれでいいですよ。ただ次回からはきちんと具体例を示してくださいという形

にするかどうか。そうしないと今度質問するほうも答えるほうもかみ合わなくなって、それが

本当の質疑にならないと思うんですね。受けたからやらせるということなのか、議会としては

その質問をきちんと具体例を出してくださいというのはひとつきちんと出さなきゃいけないと

思うんですけどね。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） 一度、議員必携に記載されているし、申し合わせ事項のほうでも

そういうような形で説明はされております。今後というのが正しいかどうかわかりませんが、

先ほども言いましたが記載例等を、今もあるんですがもうちょっと分かりやすく作り直しまし

て、自分の中でも気をつけてなるべく統一出来るようにはしていこうと思います。 

○委員長（野田泰博君） はい分かりました。議会運営委員会としては行政のほうがこれでも

答弁出来ますよということであるということであったらやってもらっても結構ですけども、議

会運営委員会としてはきちんと具体例を今後示してくださいという一筆を入れて、質問の前に 

きちんとそれを話して皆さんに周知させたほうが一度いいと思うんですけど、今これは私が考

えたことだけですけども、そういう形で質問してもらったらいかがですか。 

○事務局長（藤江直樹君） そうしましたら今日そういうご意見が出まして、今後はもうちょ

っと具体性というんですかね。質問が分かりやすく書いて頂くような方向でもしかしたら議会

運営委員会のほうで通らない可能性もあるよということで、議長のほうから説明していただい
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て今後はその辺は確認しながらやっていきたいと思います。 

○委員長（野田泰博君） これは、議長が采配するんですよね。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） 議長まで受けて、議会運営委員会にかけてという流れになります。 

○委員長（野田泰博君） 今回の一般質問においては、議長が采配して議長がある程度きちん

とやりやすいようにしておかないと困るので、議会運営委員会ではこういう話が出ましたとい

うことを議長に言っていただいて、これからはもう少し具体的な質問にしてくださいという形

だけを言っておいたら、議長いかがでしょう。藤村議長。 

○議長（藤村 勉君） 分かりました。受けたほうの教育委員会もこれ今までも何回もやって

いますので、その流れで教育委員会のほうで分かっているから多分受けたんじゃないかなと思

いますけれども、その辺ははっきり分かりませんけど、ただ皆さんと合わせて出来るだけ細か

く要するに質問を書くようにということを松島議員に伝えますので、それでお願いしたいと思

います。 

○委員長（野田泰博君） 議長のほうから議場で伝えるわけですか。藤村議長。 

○議長（藤村 勉君） 議場でなくていいと思います。個別で指導します。 

○委員長（野田泰博君） 議長にはお手数おかけしますけれどもよろしくお願いします。 

本橋総務政策課長。 

○総務政策課長（本橋義正君） 執行部のほうからお願いというか申し上げたいのは、この一

般質問を執行部が受けたというよりも先ほど事務局長が執行部が受けたと言っておりますけど

も受けたのは議会事務局のほうで議長が受領したということであって、その内容は私どものほ

うでそれをどうこうするということは出来ないものですから、受けたというような表現になっ

ているかと思いますけども、それに対して我々はやっぱり通告の内容でしか回答は出来ません

ので、その辺で議論が本会議場でかみ合わないとなるとこれまた有意な議会となりませんので

内容についてはお互いの議論が活発になるような事前の通告があれば非常にありがたいという

ふうには感じております。すみません申し訳ございません。以上でございます。 

○委員長（野田泰博君） つまりこれは今回は受けるけれども、もう少しきちんとした形で出

して欲しいということを言ってるわけですか。本橋総務政策課長。 

○総務政策課長（本橋義正君） その点については先ほど事務局長が申し上げた通り、事務局

長のほうからそういった例示をして議員の皆様にお願いをしているというところですので執行

部としましてもそれに沿った形で提出をいただきたいというところでございます。 

○委員長（野田泰博君） 今回はどうするということで。藤村議長。 

○議長（藤村 勉君） 今回は、もうこれで受けていますのでこれでいきたいと思います。 

ただ今後ですね、この後もう少し詳しく質問内容を書いてくれるよう私のほうから松島議員の

ほうに伝えますので、それでお願いしたいと思います。 

○議長（藤村 勉君） 議長に一任ということでよろしいですか。そういうことで、議長よろ
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しくお願いします。 

 続きまして、決算審査特別委員会の設置及び運営方法について、事務局長より説明をお願い

いたします。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） それでは、お手元の決算審査特別委員会設置及び運営方法をご覧

いただきたいと思います。全体的には例年通りの内容となっております。本会議初日１２日に

議長の発議によって設置していただくことになります。 

内容等でございますが、議長と監査委員を除く１１名で構成いたします。審査日程は、

１４日（木）が総務常任委員会所管事項、教育民生常任委員会所管事項、１５日（金）が経済

建設常任委員会所管事項といたします。 

 また、全体質疑を１５日経済建設常任委員会の所管事項の審査が終わりましたら行いたいと

思います。 

 次に、審査方法につきましては、これも例年通り、質疑通告制とし、一括答弁のあと再質問

より１問１答、回数制限なし、また通告以外の質疑を１委員３件以内といたします。会議録は

全文筆記、会議は公開という形にしたいと思います。 

 決算質疑の通告につきましては、提出期限が９月５日（火）の午後５時までという形にさせ

ていただければと思います。また様式が必要な方は、事務局に言っていただければお渡しいた

します。 

 最後になりますが、決算審査特別委員会の会場につきましても、委員会室のエアコンが故障

しているため、議場で行いたいと思います。以上でございます。 

○委員長（野田泰博君） ただ今、事務局長より説明がありましたが、決算審査特別委員会の

設置及び運営方法は、お手元の（案）のとおりとすることに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」という声あり］ 

○委員長（野田泰博君） ご異議がないようですので、決算審査特別委員会の設置及び運営方

法は、お手元の（案）のとおりと決定いたしました。 

 また、質疑通告書は９月５日火曜日の午後５時までに提出をお願いします。 

続きまして、その他ですが、始めに事務局から何かございますか。藤江議会事務局長。 

○事務局長（藤江直樹君） 特にございません。 

○委員長（野田泰博君） 委員の皆様から何かございますか。 

［「なし」という声あり］ 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉  会 

○委員長（野田泰博君） ないようですので、以上で議会運営委員会を閉会といたします。 

                            午後２時１１分 閉会 
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  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

上記会議録を証するため下記署名いたします。 

令和５年１０月１０日 

議会運営委員会委員長  野田 泰博 


